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戸 籍

　7 月から役場で交付する戸籍謄

本等のサイズを B4 版から A4 版

に変更し、偽造防止用紙を使って

交付します。

▼問合せ　住民生活課戸籍住民係

　(☎ 23 － 2463）

戸籍謄本等のサイズを

A4 版に変更します

情 報 公 開

※個人情報の利用（開示請求）は

　ありませんでした。

▼問合せ　総務課総務係

　(☎ 23 － 2330）

平成 18 年度情報公開と

個人情報保護の開示状況

決定の内容 情報公開

開示 � 件

一部開示 －

非開示 －

取り下げ －

不存在 � 件

試 験

▼採用予定数・受験資格

①初級（一般事務）　2 名

　昭和 61 年４月２日から平成２

年 4 月 1 日までに生まれた方。

②上級（一般行政）　2 名

　昭和 55 年 4 月 2 日から昭和 61

年 4 月 1 日までに生まれた方で、

学校教育法による大学を卒業また

は平成 20 年 3 月卒業見込の方。

③上級（土木）　1 名

　上記②の方で、土木に関する学

科を修めた方。

▼ 1 次試験日・会場

　9 月 16 日（日）・ゆとろ（西町）

▼受験用紙の請求

　役場総務課人事係・太美出張所・

石狩支庁管内町村会に備え置いて

あります。

※直接受け取れない場合は、120

円切手を貼った宛先明記の返信用

封筒（Ａ４判）を入れて石狩支庁

管内町村会まで郵送で請求してく

ださい。

▼受付期間　7 月 9 日（月）～ 8

　月 3 日（金）

　9 時～ 17 時（土日・祝日は受

け付けしていません。）

※郵送で提出する場合は 8 月 3

日の消印まで受け付けます。

▼申込先　石狩支庁管内町村会

　札幌市中央区北 4 条西 6 丁目

　北海道自治会館 6 階

▼問合せ　石狩支庁管内町村会

　(☎ 011 － 261 － 6510）

　総務課人事係（☎ 23 － 2330)

平成 20 年度採用の

当別町職員採用資格試験案内

人 事

▼退職　辻　好行　

6 月 1 日付け

人事異動（退職）

困ったときの納税Ｑ＆Ａ

Ｑ
国民健康保険税を滞納して

いると「保険証」が使えな

　　  くなると聞いたのですが？

Ａ
特別な事情がないまま保険

税を滞納しているときには

「保険証」を返還していただき、「資

格証明書」を交付します。この証

明書が交付されると、病院にかか

るときにいったん医療費全額を支

払い、後日保険給付相当額の払い

戻しを申請することになります。

▼夜間納税相談　毎月第 2・4 木

　曜日 19 時 30 分まで

▼問合せ

　納税課（☎ 23 － 2341）

募 集

　町教委では、多彩な知識や技能

を持つ地域の方を「まちの知恵袋」

として登録しています。

　町内会、サークル、近所の仲間

同士で何かを学びたいという要望

があれば講師を紹介します。

▼登録分野　パン・お菓子づくり、

トールペイント、書道、ペン字、

星の観察、着物着装、豆腐・味噌

づくり、バランスボールなど

▼問合せ　町教委社会教育課

(白樺コミセン内・☎ 23 － 2511）

人材バンク～とうべつ知恵袋～

利用者募集

試 験

▼採用予定消防署・人数

　石狩消防署　初級 1 名

▼採用予定日　9 月 1 日

▼受験資格　

　昭和 59 年 4 月 2 日から昭和　

　62 年 4 月 1 日までに生まれた

　方で、救急救命士の有資格者。

　詳しくは、申込書に記載。

▼試験日　8 月 9 日（木）

▼会場　石狩北部地区消防事務組

合消防本部（石狩市花川北 1 － 1）

▼受付期間　7 月 20 日（金）まで

　9 時～ 17 時（土日・祝日は受

　け付けしていません。）

▼申込方法　消防本部・石狩・当

　別・新篠津の各消防署に備えて

　ある所定の申込書で消防本部ま

　で郵送または持参ください。

▼問合せ　

　石狩北部地区消防事務組合消防

　本部（☎ 0133 － 74 － 5119）

石狩北部地区消防事務組合

職員採用試験案内
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イ ベ ン ト

　札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、

北広島市、石狩市、当別町、新篠

津村の 8 市町村を巡る「スタン

プラリー」が始まりました。

　抽選で各市町村の特産品や携帯

電話用クリーナーが当たります。

ぜひご家族で参加してみませんか。

▼開催期間　

　6 月 15 日（金）～ 9 月 30 日（日）

▼ガイドブック配布場所

　各ラリーポイント施設、

　役場企画課

▼問合せ　札幌広域圏組合事務局

　(☎ 011 － 290 － 1313）

「ふるさとの魅力 8 見（はっけん）

スタンプラリー」に参加しませんか

ス ポ ー ツ

　町総合体育館内トレーニング

ルームで実施している「フィット

ネスカレッジ」の 7・8・9 月の

日程をお知らせします。

▼日程

　昼の部（13：30 ～ 15：30）

　7 月 5 日・19 日

　8 月 2 日・23 日・30 日

　9 月 6 日　全て木曜日

　夜の部（18：30 ～ 20：30）

　7 月 10 日・31 日

　8 月 7 日・14 日

　9 月 4 日・11 日　全て火曜日

▼対象　町内に在住・勤務する　

　18 歳以上の方　

▼料金　総合体育館個人入場券

　150 円が必要

▼問合せ　町教委スポーツ振興係

　(総合体育館内・☎ 22 － 3833）

ご参加ください

フィットネスカレッジ

　この宝くじの収益金は、市町村

の明るく住みよい街づくりに使わ

れます。

▼発売期間　7 月 19 日（木）～

　8 月 7 日（火）

▼抽選日　8 月 16 日（木）

▼問合せ　（財）北海道市町村振

　興協会 (☎ 011 － 232 － 0281）

1 等・前後賞合わせて 3 億円
サマージャンボ宝くじ

献血にご協力を

▼日時・場所

　7 月 19 日（木）①ゆとろ（西町）

　12 時 30 分～ 13 時 30 分

　②ラルズストア（樺戸町）

　15 時～ 16 時

子 育 て 支 援 セ ン タ ー 情 報

あそびのひろば 7 月の日程

▼うさぎ（3 歳～就学前）

　会場　ゆとろ（全て火曜日）

　3 日・10 日・17 日・24 日

▼こりす（1 歳 6 か月～ 3 歳）

　会場　子どもハウス（全て水曜日）

　4 日・11 日・18 日・25 日

▼キャロット（1歳6か月～就学前）

　会場　ふとみ保育所（全て水曜日）

　4 日・11 日・18 日・25 日

▼ミニトマトクラブ（乳児支援）

　13 時～ 14 時 30 分

　10 日（火曜日）子どもハウス

　24 日（火曜日）西当別コミセン

※妊婦さんも遊びに来てください

▼サロン（0 歳～就学前対象）

　毎週金曜日 10 時～ 11 時 30 分

　わんぱくサロン（子どもハウス）

　すみれサロン（ふとみ保育所）

第 3 回　子育て講座

▼日時　7 月 26 日（木）10 時～

▼会場　ゆとろ

▼演題　「上手に浴衣を着よう！」

▼対象　就学前までのお子さんと

　保護者の方

こんにちは赤ちゃん事業を始めます

　７月から、子育て支援センターの

職員が、生後 4 か月未満の赤ちゃん

がいる家庭を訪問します。ただし、

保健師が訪問した家庭を除きます。

▼詳細・問合せ　子育て支援係

　（ゆとろ内・☎ 25 － 2658）

講 習

▼取得可能資格

　情報処理技能検定 3 級

　日本語ワープロ検定 3 級

　文書デザイン検定 3 級

　ホームページ作成検定 3 級

▼対象者　ハローワークに求職中

　の精神障がい者

▼募集締切　7 月 17 日（火）

▼選考日時　7 月 24 日（火）

　選考場所は、募集案内を参照

▼定員　10 名

▼受講期間　

　8 月 6 日（月）～ 12 月 3 日（月）

▼申込　最寄りのハローワークへ

▼問合せ　

　北海道立札幌高等技術専門学院

　（☎ 011 － 781 － 0559）

障害者向けビジネス事務科

受講生を募集します

都 市 計 画

　次のとおり募集しますので、申

し込みください。

▼場所　①弥生・②幸町

▼区画数　２区画

▼面積

①　1,311.5 ㎡（396.73 坪）

②　343.83 ㎡（104.01 坪）

▼価格・分譲方法

①　31,476,000円（24,000円/㎡）

　　入札方式

②　8,011,000 円（23,300 円 / ㎡）

　　抽選方式

▼受付期間

　7 月 2 日～ 23 日

▼申込・詳細　都市計画課区画整

　理係（☎ 23 － 3198）

当別幸町土地区画整理事業

宅地を分譲します
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読んで得する年金・国保のお話

国民年金保険料の免除制度について

　保険料の納付が困難な方で、本人・配偶者・世帯主

のいずれの方の所得も基準内であれば、申請により全

額または一部免除される制度があります。

免除が承認された場合の納付額と年金額への反映割合

国民健康保険税の納期が始まります

　国民健康保険に加入している皆さんが納める国民健

康保険税（国保税）は、国保の大切な財源となります。

　これは、皆さんが国保税を出し合うことによって、

病気やケガで治療を受けたときなどに給付を受けるこ

とができる助け合いの制度です。

▼国保税は世帯ごとに決まります

・世帯の所得割、資産税、均等割、平等割で計算し、

　限度額は、医療分で 53 万円、介護分で 8 万円です。

・40 歳から 64 歳までの方は、介護保険料を国保税と

　ともに納めていただきます。

・平成 18 年 7 月 2 日以降に 40 歳の誕生日を迎えら

　れる方の介護保険料は、追加分として 8 月以降に

　納付書を郵送します。

年 金 国 保

▼役場窓口年金相談日　7 月 10 日（火）・23 日（月）

　住民生活課国保年金係へお気軽にお越しください。

▼年金保険相談所（札幌北社会保険事務所）

　7 月 20 日（金）10 時～ 15 時　商工会館

対象制度 対象者の内容 手続きに必要な物

a）
重度心身障がい者
医療費助成

①身体障害者手帳 �・� 級の方と � 級（心臓・腎臓・呼吸器・
　ぼうこう・直腸・小腸の障がいなど）のある方
②療育手帳「Ａ」判定の方
③精神科医から「重度知的障がい者」と診断された方

健康保険証と印鑑
身体障害者手帳または療育
手帳

b）

ひとり親家庭等

医療費助成

①母（父）がいない（行方不明等も含む）、または母（父）

　が重度心身障がい者等の家庭の父（母）と子

②両親のいない子　※対象者は �0 歳未満の子と母（父）。

（�� 歳以上の子は在学証明書等、扶養されている旨の証明が必要）

※子は入院と通院、母（父）は入院のみが対象

健康保険証と印鑑

児童扶養手当証書または　

戸籍謄本

c）乳幼児医療費助成 入院・通院ともに小学校就学前までの児童が対象
子どもの名前が記載された
健康保険証と印鑑

▼申請・問合せ

ａ障がいサービス係（☎ 25 － 2665）

ｂ福祉係（☎ 23 － 3019）

ｃ子ども係（☎ 23 － 3024）

※ 1　受給者証をお持ちの方で次の場合は必ず届出をしてください。

　　　①健康保険証が変更になったとき　②ほかの市町村に転出するとき　③転居したとき

※ 2　平成 19 年 1 月 1 日時点で当別町に住民登録のない方は「平成 19 年度所得・課税証明書」も必要。

ご存知ですか　医療費の助成制度

免除の種類 納付額 額への反映割合

全額免除 なし �/�

� 分の � 免除 �,��0 円 �/�

半額免除 �,0�0 円 �/�

� 分の � 免除 �0,��0 円 �/�

※ 1. 一部免除制度は、納付すべき保険料が納付されな

　　い場合、その期間の一部免除は無効になります。

※ 2. 免除を受けた期間の保険料は、10 年以内であれ

　　ば後で免除を受けた古い期間から順に納付するこ

　　と（追納）ができます。但しこの場合、３年目以

　　降に追納する場合は、その経過期間に応じて加算

　　額が上乗せされます。

▼問合せ　住民生活課国保年金係（☎ 23 － 2467）

▼助成内容　3 歳未満児および住民税非課税世帯の方は、医療費の自己負担分を助成。ただし、初診時一部負担金の

　医科 580 円、歯科 510 円、柔道整復 270 円は自己負担になります。上記以外の方は、1 割自己負担。

　◎月額上限　入院 44,400 円、通院 12,000 円
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法律相談　町の顧問弁護士が相談

　に応じます。

▼日時　8 月 2 日（木）

　13 時 30 分～

▼申込　福祉係　（☎ 23 － 3019）

介護相談　介護や高齢者虐待に関

　する相談に応じます。

▼日時　月～金曜日

　8 時 45 分～ 17 時 15 分

▼申込み　地域包括支援センター

　（☎ 25 － 5152）

心配ごと相談（毎月第 2・4 木曜日）

▼日時　7 月 12 日・26 日

　13 時～ 16 時

▼申込み　社会福祉協議会

　（☎ 22 － 2301）

交通安全情報

7月18日（水）～7月27日（金）

夏の交通安全運動旬間です

重点目標

◎子どもと高齢者の交通事故防止

◎二輪車の交通事故防止

◎シートベルトとチャイルドシー

トの正しい着用の徹底。

当別町交通事故発生件数

（平成 19 年 1 月～ 5 月人身事故）

Ｈ 19 年 Ｈ 18 年 増減数

発生件数 25 58 －　33

死 者 数 1 0 ＋　 1

傷 者 数 32 96 －　64

☆当別町社会福祉協議会へ

▼当別ライオンズクラブから 71,600 円

▼棚橋美笑子さんから 5 万円

▼岩崎忠義さんから 5 万円

▼渋谷文櫻さんから 5 万円

▼山田文明さんから 5 万円

▼坂井静雄さんから 5 万円

▼山本良久さんから車椅子 1 台

加藤郁子　絵手紙教室

                       受講者募集中 !!

日時　7 月 24 日（火）13 時～ 15 時

▼申込み　加藤（☎ 22 － 2746）

大好評 !! 消費者協会リサイクル

せっけん入荷しました

時間　10 時～ 17 時（月曜は　

休館 / 展示会最終日は 15 時まで）

詳細　あえ～る（☎ 25 － 5116）

募　集　種　目 資　格 受付期間 試験期日

一般曹候補生 �� 歳以上 �� 歳未満の方

� 月 � 日～
� 月 � 日

� 次 � 月 �� 日

航空学生
高卒（見込含）�� 歳未
満の方

�次�月��日

� 等陸・海・
空士

女子
�� 歳以上 �� 歳未満の方

� 月 ��・�� 日

男子 随時 受付時にお知らせ

自衛官募集説明会を開催　◎日時　7 月 13 日（金）18 時～

　◎会場　白樺コミュニティーセンター

▼詳細　札幌地方協力本部江別地域事務所（☎ 011 － 383 － 8955）

自

衛

官

募

集

　楽市楽座フリーマーケット

　ライヴやファイヤーダンス、着

付けワークショップなどイベント

盛りだくさんです。

▼日時　7 月 15 日（日）10 時～

▼場所　孝勝寺（太美町）

　フリーマーケット出店者募集

▼時間　10 時～ 14 時

（飲食関係の申込は 5 日締切）

▼申込・問合せ　

　上川（☎ 26 － 3755）

太美町いけ花こども教室生徒募集

　お子さんの情操教育の一環とし

てぜひご参加ください

▼受講料　無料ですが教材費とし

　て 500 円かかります。

▼期間　7 月～ 12 月

　第 2・4 土曜日　10 時～ 12 時

▼募集対象　小・中学生

　　　　　　初心者大歓迎

▼会場　西当別コミュニティーセンター

▼募集締切　7 月 8 日（日）

▼申込・問合せ　長谷川豊子

 （太美町 1488☎ 26 － 2775）

　テニス初心者講習会を実施

▼期間　7 月 3 日～ 8 月 28 日の

毎週火曜日（8 月 14 日を除く全

8 回を予定。）

▼時間　19 時～ 21 時（雨天中止）

▼場所　栄公園テニスコート

▼参加料　

　ボール代として 1 回　200 円

　（テニス協会登録の方は無料）

▼申込・問合せ　

　大畑（町商工課☎ 23 － 3129）

料飲店組合ビアパーティー

▼日時　7 月 24 日（火） 15 時～

▼場所　当別駅南口前

　当別中学校をはじめ、全道から約 60

名の中学生力士が力と技を競います。

▼日時　7 月 29 日（日）

　10 時 50 分～ 15 時

▼場所　町相撲場（当別神社境内）

▼試合方法　団体戦、個人戦

北海道中学校体育大会

相撲競技を開催します

商工会青年部ビアパーティー

▼日時　8 月１3 日（月）

▼場所　阿蘇公園赤十字奉仕団友愛セール

▼日時　7 月 6 日（金）　9 時 30 分～

▼場所　白樺コミュニティーセンター



うつくしいまち当別��

75 歳以上の方の医療制度が変わります
～平成 �0 年 � 月から後期高齢者医療制度がスタート～

　平成 20 年 4 月から、現在の「老人保健制度」が廃止され、新しく「後期高齢者医

療制度」が始まります。７５歳以上の方は、現在加入している国民健康保険や被用者

保険を脱退し「後期高齢者医療制度」に加入（移行）することになります。

《現行（老人保健法 )》 《高齢者の医療の確保に関する法律》

◎ 75 歳以上の高齢者は、各医療保険制度の加

　入者であっても、医療の給付については、医

　療保険制度から切り離され、老人保健制度に

　よって行われる。

◎老人保健制度は、国保・被用者保険からの拠

　出金と公費を財源として運営。

◎ 75 歳以上の高齢者を対象とし、新たに独立

　した「後期高齢者医療制度」を創設する。

◎運営は、保険料徴収を市町村が行い、財政運

　営は都道府県単位で全市町村が加入する　　

「広域連合」が行う。

老人保健法による医療制度
（平成 20 年 3 月 31 日まで）

後期高齢者医療制度
（平成 20 年 4 月 1 日から）

運営主体 市町村 道内の全市町村が加入する広域連合

健康保険
国保、社保等の健康保険に加入していることが
条件

国保、社保等の健康保険から脱退し、後期高齢
者医療制度に加入する。

対象者 �� 歳以上（一定の障害のある �� 歳以上）の方 同左

保険料 加入する健康保険に保険料を支払う 後期高齢者医療広域連合に保険料を支払う

医療機関受診時
健康保険証と老人保健法による医療受給者証を
提示する

後期高齢者医療被保険者証を提示する

負担割合 � 割負担（現役並みの所得者は � 割負担） 同左

→
改正

　保険料は、原則として年金から天引きされま

す。なお、これまで健康保険などの被用者保険

の被扶養者として保険料を負担してこなかった

方も保険料を負担することになります。（保険

料額が 2 年間軽減される経過措置があります。)

◎被保険者の資格管理　◎被保険者証等の発行

◎保険料の決定・賦課　

◎医療給付に関する審査・支払い

◎資格管理に関する申請・届出の受付

◎被保険者証等の引き渡し　◎保険料の徴収

◎医療給付に関する申請・届出の受付

後期高齢者医療広域連合の業務

市町村の業務

保険料について　 詳しくは 11 月に決定

▼問合せ　北海道後期高齢者医療広域連合事務局

　（☎ 011 － 290 － 5601）

　ＵＲＬ　http://iryokouiki-hokkaido.jp/

　住民生活課国保年金係（☎ 23 － 2467）


